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経過措置マスタの入力コード変更 

 

令和４年９月３０日で期限切れになる医薬品マスタの入力コードを置き換える作業で

す。この作業を行うことで、置き換え先の薬も今までと同じ入力コード（略称）で入力で

き、薬剤情報なども引き続き使用できます。９月３０日までに作業していただきますよ

うお願い致します。 

※作業後から新名称に変わります。１０月から新名称にしたい場合は９月末の業務

終了後に作業をお願い致します。 

 

 

（例）  入力コード odome   今までは『オドメール点眼液０．１％』で 

請求できておりましたが、１０月１日から 

       『フルオロメトロン点眼液０．１％「センジュ」』へ販売名称 

が変更になります。 

  odome   置き換え作業をすることで、入力コードはそのまま 

『odome』で使用できるという意味です。 

 

 

 

■マスタ更新の確認 

主サーバーにて ９２ マスタ更新 の画面を開き、「マスタ更新 JOB管理情報」の 

処理終了日付がＲ４．９．２７以降になっていることを確認して下さい。 

Ｒ４．９．２７以降になっていない場合、 更新（Ｆ１２） を押して更新作業を実施して 

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ここまでの手順で１０月１日以降の新しい診察料や薬価の更新は完了となります。 

次ページ以降は１０月より名称変更となる薬品の修正作業となりますので、 

引き続き手順に沿って作業を進めて下さい。 
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＜手順＞ 

１） 業務メニューより ９１ マスタ登録 を選択します。 

２）  １０２ 点数マスタ  を選択します。 

３）  期限切置換（Ｆ７） を選択します。 

４） 有効終了日がＲ４．９．３０になっていることを確認します。 

５） 該当するマスタを選択すると下に新診療行為コードが表示されます。 

※新診療行為コードが表示されないマスタは、作業の必要はありません。 

※「既に自院コードが登録されています」のメッセージが表示された場合も 

作業の必要はありません。 

６） 確認後、 登録（Ｆ１２） を押します 

 

表示されているマスタについて、手順５）．６）を繰り返します 

 

※ 手順４にてマスタが何も表示されない場合は、経過措置に該当するマスタが 

ありませんので、作業の必要はありません。 

 

 

 

該当するマスタをクリック 

 
※10月以降に作業する場合は 

R4.9.30へ変更します 

 


